
令和元年度 第４回海老名市子ども・子育て会議 次第 

 

 

日 時：令 和 元 年 ８ 月 28 日 （ 水 ） 

午前 10 時 30 分から       

場 所：海老名市役所３階 政策審議室 

 

 

 

１ 開 会 

 

 

２ 委嘱状交付 

 

 

３ 市長あいさつ 

 

 

４ 議 題 

【 報 告 事 項 】 子ども・子育て会議の概要について 

 

 

５ 閉 会  

 

 

 



子ども・子育て会議の概要について 

 

 

１ 子ども・子育て会議の沿革 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 会議の構成 

  子ども・子育て会議条例により、15 名以内の委員で組織するものとされています。 
 

団体推薦（12 名） 事業主代表、労働者代表、関連事業者、学識経験者 

公募市民（３名） 保護者 

  ※委員長及び副委員長は、次回会議（11 月予定）にて決定いたします。 

2013 年（平成 25 年）７月  子ども・子育て会議条例の制定 

2015 年（平成 27 年）３月  第１期 子ども・子育て支援事業計画の策定 

2016 年（平成 28 年）４月  第１期 子ども・子育て支援事業計画の改定（教育・保育関係） 

2016 年（平成 28 年）11 月  ＨＵＧＨＵＧえびな宣言 

2017 年（平成 29 年）11 月  第１期 子ども・子育て支援事業計画の改定（教育・保育関係） 

2018 年（平成 30 年）６月  第１期 子ども・子育て支援事業計画の改定（学童保育関係） 

2018 年（平成 30 年）10 月  第２期 子ども・子育て支援事業計画の策定準備スタート 

2019 年（平成 31 年）１月  ニーズ調査（市民アンケート）実施 
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市町村は、条例で定めるところにより、次に掲げる事務を処理するため、審議会その他の合議制

の機関を置くよう努めるものとする。 

(１)特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第 31 条第２項に規定する事項を処理すること。 

(２)特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第 43条第３項に規定する事項を処理すること。 

(３)市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第 61 条第７項に規定する事項を処理すること。 

(４)当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要

な事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

子ども・子育て支援法第 77 条（抜粋） 

３ 審議の内容 

  「子ども・子育て支援法」の第 77 条で定められ事項について審議いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（１）特定教育・保育施設の利用定員の設定に関し、第 31 条第２項に規定する事項を処理すること。 

     特定教育・保育施設（保育園や幼稚園の一部）の新設等に伴う利用定員設定を審議します。 

 

（２）特定地域型保育事業の利用定員の設定に関し、第 43 条第３項に規定する事項を処理すること。 

 特定地域型保育事業（小規模保育等）の新設等に伴う利用定員設定を審議します。 

 

（３）市町村子ども・子育て支援事業計画に関し、第 61 条第７項に規定する事項を処理すること。 

 計画を策定・改定するときには審議します。 

 

（４）当該市町村における子ども・子育て支援に関する施策の総合的かつ計画的な推進に関し必要な

事項及び当該施策の実施状況を調査審議すること。 

 毎年度、１回目の会議で前年度の『実施状況報告』を審議します。  

 

 

４ 子ども・子育て支援事業計画とは 

策定根拠 子ども・子育て支援法第 61 条に基づいて策定 

計画期間 ５年を１期とする 

第１期：2015 年（平成 27 年）～2019 年（令和元年） 

第２期：2020 年（令和２年）～2024 年（令和６年） 

対象とする 

児童の年齢 
主に小学生までの児童（妊婦を含む） 

 

  ※第２期計画の詳細は資料２参照 
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第２期計画策定について 

 

 

１ 策定までのスケジュール 

実施時期 子ども・子育て会議 その他 

平成 30 年 

10 月 

平成 30 年度第２回子ども・子育て会議開催 

議題①：第２期計画の概要 

議題②：第２期計画策定までのスケジュール 

 

11 月   

12 月 

平成 30 年度第３回子ども・子育て会議開催 

議題①：第１期計画の評価・検証方法 

議題②：ニーズ調査について 

 

平成 31 年 

（令和元年） 

１月  ニーズ調査実施 

２月  ニーズ調査集計作業 

３月  ニーズ調査分析作業 

４月   

５月 

令和元年度第１回子ども・子育て会議開催 

議題①：平成 30年度実施状況報告 

議題②：第１期計画の評価・検証 

 

６月 

令和元年度第２回子ども・子育て会議開催 

議題①：骨子案 

議題②：第２期計画に係る事業について 

 

７月 
令和元年度第３回子ども・子育て会議開催 

議題①：量の見込みについて 
 

８月 令和元年度第４回子ども・子育て会議開催 パブコメ実施（１回目） 

９月  素案作成 

10月  素案作成 

11月 
令和元年度第５回子ども・子育て会議開催 

議題①：諮問・答申（案の審議） 
 

12月   

令和２年 

１月 
令和元年度第６回子ども・子育て会議開催 

議題①：パブコメの実施状況報告 
パブコメ実施（２回目） 

２月   

３月  計画策定 

 

本日の会議  
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２ 第２期計画の内容 

 （１） 概要 

     今年６月に開催した「令和元年度第２回子ども・子育て会議」において、計画

の『骨子案』を審議・了承いただきました。 
 

基本理念 
ＨＵＧＨＵＧえびな宣言のもと 

子どもの笑顔が輝く魅力あふれるまち えびな  

計画の構成 

第１章 計画の策定にあたって 

第２章 海老名市の子どもを取り巻く状況 

第３章 計画の基本理念、基本目標 

第４章 施策の展開 

第５章 教育・保育の量の見込みと確保方策 

第６章 計画の推進 

計画の体系図 基本目標 ４ 基本施策 14 個別事業 69 

     詳細は、資料３及び資料４をご覧ください。 

 

 （２） 量の見込み 
 

     量の見込みとは？ 

 

 

 

 

 

     どのように量の見込みを決めるのか？ 

 

 

 

 

 

 

     量の見込みを算出する対象となる事業は？ 

 

 

 

 

市民の『ニーズ量』、つまり需要量であり、市が施策を展開するうえで一つの基準と

するものです。 

 例えば、量の見込みに対して、現在の供給量が不足している場合には、今後どのよ

うに事業を進めていくか検討していくこととなります。 

「ニーズ調査」を集計・分析して、“機械的に”量の見込みを算出します。 

アンケート結果からの算出のため、実績値に比べて多く見込まれる場合があります。 

そのため、「ニーズ調査」から算出した量の見込みを『参考値』としてとらえ、この

値を土台として、事業の所管課において、実績値などを参考に数値を補正したものを

『計画の値』として決定します。 

全国共通した計算方法で算出する「12 事業」を対象に量の見込みを計算します。 

 「令和元年度第３回子ども・子育て会議」において、量の見込みを決定しているとこ

ろであります。（資料５_量の見込み（前回会議資料）参照） 
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　　　　　　　　　　　　　　　　　資料３

（令和元年度第２回子ども・子育て会議資料）
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